


【国保】 
 

E-30 蘇生に成功した心肺停止に対する CT撮影の算定について 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 蘇生に成功した心肺停止に対する E200 コンピューター断層撮影（CT

撮影）の算定は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 心肺停止の蘇生後におけるコンピューター断層撮影（CT 撮影）は、心

停止の原因検索や脳の損傷（蘇生後脳症）の診断等のため有用である。 

 以上のことから、蘇生に成功した心肺停止に対する E200 コンピュータ

ー断層撮影（CT撮影）の算定は、原則として認められると判断した。 

 


